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今回、これら内容に関し、書面にて当委員会を開催いたします。 

大変お忙しいところ恐縮ですが、12 月 21 日（火）正午までにこの内容につい

て何か御意見等ございましたら、メール等にて下記連絡先までお寄せいただけれ

ばと存じます。この内容につき頂戴した御意見等につきましては、当方で取りま

とめ、12 月 24 日（金）に開催されます取締役会に御報告させていただきます。 

 

以 上 
 
 
 
 （連絡先）株式会社 証券保管振替機構  経営企画部 藤田 
                     電 話 ０３－３６６１－０２９５ 
                     ＦＡＸ ０３－３６６１－２８１０ 
                     e-mail h-fujita@jasdec.com 
 



 
新株予約権付社債券の新株予約権行使に伴う預託自己株式の 
充当の取扱いに関する業務規程等の一部改正について（案） 

 
 
１．改正趣旨 
 現在、新株予約権付社債券の新株予約権行使に対して、保管振替制度内に預託

されている自己株式を充当する場合には、参加者が機構から当該自己株式の交付

を受け名義書換代理人へ搬送し、みなし預託により充当している。 
今般、制度利用者からの利便性向上の要望を受け、保管振替制度内に預託され

ている自己株式を充当する場合には、制度内において口座振替により自己株式を

移転できるよう新たな事務スキームを構築することとし、関連規定の所要の整備

を行うこととする。 
 
２．改正概要 
（１）新株予約権行使に伴う自己株式の口座振替 

新株予約権付社債券の新株予約権行使に対して、会社が自

己株式を口座振替により移転する場合、会社の名義書換代理

人となっている参加者の口座から当該新株予約権の行使又

は取次ぎを行った参加者の口座に振替を行うことができる

取扱いとし、所要の手当てを行うものとする。 

（２）区分口座の取扱いの見直し 

   上記の対応と併せて、会社の名義書換代理人となっている

参加者が会社の自己株式を管理するための口座を設定でき

る取扱いとし、区分口座の預託目的について所要の手当てを

行うものとする。 

（備考） 

業務規程第 92 条

の 3 

施行規則第 84 条

の 2 

 

 

施行規則第 9条 

第 2項第 7号 

 

３．施行日 

  平成 17 年 2 月 14 日から施行する。 

 
以 上 

資料 1 



 

業務規程の一部改正新旧対照表（案） 

 

新 旧 

（別途保管新株予約権付社債券に係る新株予約権

の行使） 

第 92 条の 2 （略） 

2  （略） 

3 前条第 2項から第 4項までの規定（会社が次条

第 1 項の規定に基づき、会社が有する自己の株

式の振替をする場合においては、前条第 4 項中

第 40 条の規定を除く。）は、前項の規定に基づ

いて新株予約権の行使をする場合について準用

する。この場合において、同条第 2 項中「新た

に発行される株式」とあるのは「新たに発行さ

れる株式又は会社から移転される株式」と、同

条第 4 項中「新たに株式が発行された場合」と

あるのは「新たに株式が発行された場合又は会

社から株式が移転された場合」と読み替えるも

のとする。 

4 （略）  

 

（別途保管新株予約権付社債券に係る新株予約権

の行使） 

第 92 条の 2 （略） 

2  （略） 

3 前条第 2項から第 4項までの規定は、前項の規

定に基づいて新株予約権の行使をする場合につ

いて準用する。この場合において、同条第 2 項

中「新たに発行される株式」とあるのは「新た

に発行される株式又は会社から移転される株

式」と、同条第 4 項中「新たに株式が発行され

た場合」とあるのは「新たに株式が発行された

場合又は会社から株式が移転された場合」と読

み替えるものとする。 

 

 

 

4 （略）  

（別途保管新株予約権付社債券に係る新株予約権

の行使に伴う口座振替） 

第 92 条の 3 会社は、参加者又は顧客の請求に基

づき機構が別途保管新株予約権付社債券に係る

新株予約権を行使した場合であって、かつ、会

社が有する自己の株式が当該会社の名義書換代

理人となっている参加者（以下この条において

「振替元参加者」という。）の顧客口座簿に記載

又は記録されているときは、当該顧客口座簿に

記載又は記録されている株式につき、当該新株

予約権の行使又は取次ぎを行った参加者（以下

この条において「振替先参加者」という。）の口

座への振替を請求することができる。この場合

においては、会社は、振替元参加者に対して請

求しなければならない。 

2 振替元参加者は、前項の請求を受けた場合は、

会社が指定する日に、当該振替に係る株式の数

について顧客口座簿に減少の記載又は記録を

 

 

（新設） 



 

し、かつ、規則に定めるところにより機構に対

して通知をしなければならない。 

3 機構は、前項の通知を受けた場合は、振替元参

加者が指定する日に、当該振替に係る株式の数

について振替元参加者の口座に減少の記載又は

記録をするとともに、振替先参加者の口座に増

加の記載又は記録をし、かつ、規則で定めると

ころにより振替先参加者に対して通知をする。 

4 振替先参加者は、前項の通知を受けた場合は、

当該振替を受けた日に、当該振替に係る株式に

ついて顧客口座簿に増加の記載又は記録をしな

ければならない。ただし、当該新株予約権の行

使をした顧客がいないときは、この限りでない。

5 前各項に定めるもののほか、別途保管新株予約

権付社債券に係る新株予約権の行使に伴う口座

振替に関し必要な事項は、規則で定める。 

  

(預託新株予約権付社債券に係る新株予約権の行

使に伴う単元未満株式の買取請求) 

第 93 条 (略) 

2 前項の規定による買取請求の取次ぎをする場

合において、機構が会社に対して行う買取請求

に係る単元未満株式の数に相当する株式数の株

券の提出については、第 92 条による預託新株予

約権付社債券に係る新株予約権の行使により新

たな株式が発行されたときに、当該株券の提出

が行われたものとして取り扱う。 

3～5 (略) 

 

附 則 

この改正規定は、平成 17 年 2 月 14 日から施行

する。 

 

(預託新株予約権付社債券に係る新株予約権の行

使に伴う単元未満株式の買取請求) 

第 93 条 （略） 

2 前項の規定による買取請求の取次ぎをする場

合において、機構が会社に対して行う買取請求

に係る単元未満株式の数に相当する株式数の株

券の提出については、前条による預託新株予約

権付社債券に係る新株予約権の行使により新た

な株式が発行されたときに、当該株券の提出が

行われたものとして取り扱う。 

3～5 （略） 

 

 

 

 

 

 



 

業務規程施行規則の一部改正新旧対照表(案) 

 

新 旧 

（区分口座の取扱い） 

第 9 条 （略） 

2 機構は、区分口座ごとに、預託目的に応じて、

 参加者コードの末尾2桁を利用した次に定める番

号の範囲で口座区分コードを付番する。 

（1）～（6） （略） 

（7）70 から 79 まで 単元未満整理分、単元未満買

増管理分又は自己株式（金庫株）管理分 

（8）・（9） （略） 

（区分口座の取扱い） 

第 9 条 （略） 

2 機構は、区分口座ごとに、預託目的に応じて、

参加者コードの末尾2桁を利用した次に定める番

号の範囲で口座区分コードを付番する。 

（1）～（6） （略） 

（7）70 から 79 まで 単元未満整理分又は単元未満

買増管理分 

（8）・（9） （略） 

  

（新株予約権の行使に伴う口座振替の通知の取扱

い） 

第 84 条の 2 振替元参加者は、規程第 92 条の 3 第

2 項に定める通知を機構に対して行うときは、前

条第 1項に規定する方法により、当該振替に係る

株式の数及び振替元参加者の口座について通知

を行うものとする。 

2 機構は、規程第 92 条の 3第 3 項に定める通知を

振替先参加者に対して行うときは、前項の通知を

振替先参加者ごとに編集し、振替先参加者の参加

者口座簿の記載日の前営業日に振替先参加者に

通知する。この場合において、機構は、同項の通

知の受領日の翌営業日に、当該振替に係る株式の

数について、振替元参加者の口座に減少の記載又

は記録をするとともに、振替先参加者の口座に増

加の記載又は記録をする。 

 

附 則 

この改正規定は、平成 17 年 2 月 14 日から施行す

る。 

 

 

 

（新設） 

 
 



別紙１ 

 

転換請求 
証券会社 

証券保管 
振替機構 

名義書換代理人 
（発行会社） 

金庫株管理 
証券会社 

 

転換請求 
証券会社 

 

証券保管 
振替機構 

名義書換代理人 
（発行会社） 

金庫株管理 
証券会社 

 

④預託自己株式を交付 

①予約権行使 

⑤現物を搬送 
③自己株式の 
差入指図 

⑦残高が発生 

②予約権行使 

⑥みなし預託 

①予約権行使 ②予約権行使 

③自己株式の 
差入指図 

④制度内で口座振替に 
より自己株式を移転 

⑥残高が発生 

■預託自己株式を充当する場合の現行のフロー 

■新しい事務スキーム 

⑤預託自己株式 
を充当 

＜新方式のメリット＞ 
※保管振替制度内で金庫株を移転することが可能となるため、制度外で現物を
デリバリーするリスクがなくなるとともに、金庫株の充当に伴う事務処理の
効率化が図られ、コストが削減される。 

・機構は転換請求証券会社の口座へ増額記帳 
・機構は名義書換代理人の口座から減額記帳 

※現物の搬送を受けた名義書換代理人は一旦自己株式として発
行会社名義に書換を行う。その後、機構預託株券として機構名
義に書換を行う（機構は不所持申請を行う）。 

【口座振替処理】 

・機構は転換請求証券会社の口座へ増額記帳 

株券

株券



別紙２ 

現行の金庫株充当スキーム（みなし預託により金庫株の移転を行う方法） 
 
○金庫株を管理している参加者は、金庫株を機構に預託している場合には機構から交付を受け、現物を名義書換代理人へ搬送することにより

引渡しを行う。機構に預託しておらず参加者の金庫に保護預りしている場合にも、同様に現物を名義書換代理人へ搬送することにより引渡

しを行う。名義書換代理人は、搬送された現物を一旦自己株式として発行会社名義に書換を行うとともに不所持にし、その後機構へ預託（み

なし預託）する。機構は権利行使請求を行った参加者の口座へ残高を発生させる。 
 

 

 
＜この場合に発生する事務負担及びコスト＞ 
・機構からの交付手続きに伴い、機構に対する交付手数料、株券の精査等の事務処理が発生する。 
・名義書換代理人へ現物を搬送する際に、搬送コスト、損害保険料の負担が発生する。 
・現物の引渡しを受けた名義書換代理人が当該金庫株を発行会社名義で不所持にする際に、株券の廃棄費用が発生する。不所持からの再発行

を行う場合には再発行費用が発生する。 

社債権者 請求参加者 保管振替機構

①行使請求申出書 ②行使請求申出書 

名義書換代理人 

③
新
株
予
約
権
の
行
使 

金庫株管理

参加者 
c.金庫株現物の搬送 

b.金庫株の交付 

④
株
式
発
行
通
知 

⑤株式発行通知転送 

（保管振替制度外） 
ａ.交付請求 



別紙３ 

口座振替方式による金庫株充当スキーム（ファイル伝送を利用した口座振替） 

 
○金庫株を管理している参加者の口座から名義書換代理人の口座（金庫株充当用口座）に予め一定数量の金庫株を口座振替により集約

する。社債権者からの新株予約権行使に対して、名義書換代理人はファイル伝送により株式発行通知（配分明細）を行い、請求参加

者口座へ金庫株を充当する。機構は当該株式発行通知を基に名義書換代理人の口座から当該充当株数を減額する。 
 

 
※新株予約権行使に対して 1000株の充当を行なうときに、株式発行通知の中で、200株は新株発行、800株は金庫株充当という指定も可能とする。 
※名義書換代理人は充当する金庫株を管理する口座（自己株式管理口座）を設定することも可能とする。 

社債権者 請求参加者 

①行使請求申出書 

保管振替機構 

②行使請求申出書 

名義書換代理人 
金庫株管理

参加者Ａ 

金庫株管理

参加者 B 

③
新
株
予
約
権
の
行
使 

※金庫株管理参加者は、新株予約権行使に備えて、発行会社の指示
に基づき、予め一定数量の金庫株を口座振替により名義書換代理
人に集約する。 

④
株
式
発
行
通
知
及
び

金
庫
株
充
当
通
知 

⑤株式発行通知転送 

請求参加者口座簿 
⑤ 0株⇒800株 

名義書換代理人口座簿 
ａ+ｂ 0株⇒800株 
④  800株⇒0株 

金庫株管理参加者Ａ口座簿 
a  400株⇒0株 

金庫株管理参加者Ｂ口座簿 
b  400株⇒0株 

a口座振替 

b口座振替 

※手数料体系は、請求参加者から徴収する行使請求に係る取次手数
料がかかる。なお、ａとｂの口座振替については、通常の振替手
数料がかかる。 



 
 

偽造株券等に係る連絡体制の構築のための業務規程等の一部改正について（案） 
 
 
１．改正趣旨 
本年8月 23日付の日本証券業協会「偽造株券等対応検討ワーキンググループ」

の報告を踏まえ、偽造株券の被害の未然防止・拡大回避のため、参加者及び発

行会社（名義書換代理人を置く場合は、当該名義書換代理人）と機構間におい

て偽造株券情報の迅速かつ確実な連絡体制を構築することとし、関連規定の所

要の整備を行うこととする。 

なお、従来から行っている発行会社から機構への不適格株券の連絡について

も併せて関連規定の所要の整備を行い、取扱いの明確化を図ることとする。 

 

 

２．改正概要 

(1)参加者から機構への通知 

  参加者は、偽造又は変造の疑いがある株券を発見した

場合には、直ちに機構に対し通知する取扱いとし、所要

の手当てを行うものとする。 

 

(2)発行会社から機構への通知 

   発行会社は、機構が名義書換の請求を行った株券に偽

造又は変造の疑いがある株券を発見した場合、当該株券

が偽造又は変造であると認定した場合及びその他不適

格な株券を発見した場合には、直ちに機構に対し通知す

る取扱いとし、所要の手当てを行うものとする。 

 

（備考） 

業務規程第 36 条

第 5項等 

 

 

 

業務規程第 57 条

等 

 

 

 

３．施行日 

平成 17 年 1 月 24 日から施行する。 

 

以 上 

資料 2 



 

業務規程の一部改正新旧対照表（案） 

 

新 旧 

（顧客からの株券の預託等） 

第 36 条 （略） 

2～4 （略） 

5 参加者は、自己の有する株券及び顧客から預託

を受けた株券について偽造又は変造されている

疑いがあると認められる場合は、機構に対し、直

ちにその特徴を通知しなければならない。 

（顧客からの株券の預託等） 

第 36 条 （略） 

2～4 （略） 

（新設） 

 

 

 

  

（預託株券の名義書換の請求等） 

第 57 条 機構は、参加者から株券の預託を受けた

後相当の時期に、当該株券につき、預託株券であ

る旨を明らかにして、会社（名義書換代理人を置

く場合は、当該名義書換代理人。以下この条にお

いて同じ。）に対し、機構を株主とする名義書換

の請求をする。 

2 前項の請求を受けた会社は、当該株券が、偽造

又は変造されている疑いがあると認められる場

合は、機構に対し、直ちにその特徴を通知しなけ

ればならない。 

3 前項の場合において、当該株券が、偽造又は変

造された株券であることが明らかになったとき

は、機構に対し、直ちにその旨を通知しなければ

ならない。 

4 第 1 項の請求を受けた会社は、当該株券が前 2

項に定める場合を除き、規則で定める不適格な株

券であることが明らかになったときは、機構に対

し、直ちにその旨を通知しなければならない。 

（預託株券の名義書換の請求） 

第 57 条 機構は、参加者から株券の預託を受けた

後相当の時期に、当該株券につき、預託株券であ

る旨を明らかにして、機構を株主とする名義書換

の請求をする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

  

（準用規定） 

第 88 条 前章第 1節の規定（第 36 条第 4項及び第

5 項、第 38 条第 3 項、第 1 款第 4 目、第 6 目及

び第 7目並びに第 57 条、第 58 条、第 72 条、第

74 条第 3 項、第 75 条第 2 項及び第 77 条から第

78 条の 2までの規定を除く。）は、新株予約権付

社債券について準用する。 

2 （略） 

（準用規定） 

第 88 条 前章第 1節の規定（第 36 条第 4項、第 38

条第 3項、第 1款第 4目、第 6目及び第 7目並び

に第 57 条、第 58 条、第 72 条、第 74 条第 3項、

第 75 条第 2 項及び第 77 条から第 78 条の 2 まで

の規定を除く。）は、新株予約権付社債券につい

て準用する。 

2 （略） 

  



 

（準用規定） 

第 98条 第 4章の規定（第 36条第 4項及び第 5項、

第 38 条第 3項、第 1節第 1款第 6目並びに第 53

条第 2号、第 57 条（第 1項を除く。）、第 74 条第

3 項、第 75 条第 2 項、第 78 条、第 78 条の 2 及

び第 81 条第 3号の規定を除く。）は、投資証券に

ついて準用する。この場合において、これらの規

定中「実質株主」とあるのは、「実質投資主」と

読み替えるものとする。 

2 （略） 

（準用規定） 

第 98 条 第 4 章の規定（第 36 条第 4 項、第 38 条

第 3 項、第 1 節第 1 款第 6 目並びに第 53 条第 2

号、第 74 条第 3 項、第 75 条第 2 項、第 78 条、

第 78 条の 2 及び第 81 条第 3 号の規定を除く。）

は、投資証券について準用する。この場合におい

て、これらの規定中「実質株主」とあるのは、「実

質投資主」と読み替えるものとする。 

 

2 （略） 

  

（準用規定） 

第 100 条 第 4 章の規定（第 36 条第 4 項及び第 5

項、第 38 条第 3 項、第 1 節第 1 款第 6 目並びに

第 57 条（第 1 項を除く。）、第 74 条第 3 項、第

75 条第 2 項、第 78 条及び第 78 条の 2 の規定を

除く。）は、協同組織金融機関の優先出資証券に

ついて準用する。この場合において、これらの規

定中「実質株主」とあるのは、「実質優先出資者」

と読み替えるものとする。 

2 （略） 

（準用規定） 

第 100 条 第 4 章の規定（第 36 条第 4項、第 38 条

第 3 項、第 1 節第 1 款第 6 目並びに第 74 条第 3

項、第 75 条第 2 項、第 78 条及び第 78 条の 2 の

規定を除く。）は、協同組織金融機関の優先出資

証券について準用する。この場合において、これ

らの規定中「実質株主」とあるのは、「実質優先

出資者」と読み替えるものとする。 

 

2 （略） 

  

（準用規定） 

第 102 条 第 4 章第 1節の規定（第 36 条第 4項及

び第 5項、第 38 条第 3項、第 1款第 4目から第

6目まで並びに第 53 条、第 57 条、第 58 条、第

72 条、第 74 条第 3項、第 75 条第 2項及び第 77

条から第 78 条の 2 までの規定を除く。）は、受

益証券について準用する。 

2 （略） 

（準用規定） 

第 102 条 第 4 章第 1 節の規定（第 36 条第 4 項、

第 38 条第 3 項、第 1 款第 4 目から第 6 目まで並

びに第 53 条、第 57 条、第 58 条、第 72 条、第 74

条第 3 項、第 75 条第 2 項及び第 77 条から第 78

条の 2 までの規定を除く。）は、受益証券につい

て準用する。 

2 （略） 

  

附   則 

この改正規定は、平成 17 年 1 月 24 日から施行す

る。 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

業務規程施行規則の一部改正新旧対照表（案） 

 

新 旧 

（参加者からの株券の預託） 

第 22 条 （略） 

2～6 （略） 

7 規程第 36条第 5項に規定する偽造又は変造され

ている疑いがあると認められるかどうかについ

ては、株券の記号番号、株券の印刷会社名、多色

細線模様又はすきいれ（「すかし」を入れたもの）

等に留意して判断するものとする。 

（参加者からの株券の預託） 

第 22 条 （略） 

2～6 （略） 

（新設） 

  

第 7 目 株券の保管の取扱い 第 7 目 株券の保管の取扱い 

  

（偽造又は変造の疑いがある株券に関する通知等）

第 39 条の 2 規程第 57 条第 2 項に規定する偽造又

は変造されている疑いがあると認められるかど

うかについては、第 22 条第 7 項の規定を準用す

る。 

2 会社は、規程第 57 条第 2項から第 4項までに規

定する通知を行う場合は、機構が定める書面によ

り直ちに通知するものとする。 

3 規程第 57 条第 4項に規定する不適格な株券は、

第 40 条の 2各号（第 6号及び第 8号を除く。）に

規定する株券をいう。 

 

（新設） 

  

（準用規定） 

第 76 条 前章第 1節（第 22 条第 3項から第 7項ま

で、第 24 条、第 24 条の 2、第 1 款第 3 目から第

6目まで、第 39 条の 2、第 40 条の 2第 1 号、第 4

号、第 5号及び第 7号、第 2款第 2目、第 59 条、

第 60 条第 2 項及び第 3 項、第 60 条の 2、第 3 款

第 2目及び第 3目並びに第 62条の 7及び第 62条

の 9 を除く。）の規定は、新株予約権付社債券に

ついて準用する。 

（準用規定） 

第 76 条 前章第 1節（第 22 条第 3項から第 6項ま

で、第 24 条、第 24 条の 2、第 1 款第 3 目から第

6目まで、第 40 条の 2第 1 号、第 4号及び第 5号、

第 2 款第 2 目、第 59 条、第 60 条第 2 項及び第 3

項、第 60 条の 2、第 3款第 2目及び第 3目並びに

第 62 条の 7及び第 62 条の 9を除く。）の規定は、

新株予約権付社債券について準用する。 

  

（準用規定） 

第 96 条 第 4 章（第 22 条第 3項から第 7項まで、

第 24 条、第 24 条の 2、第 28 条から第 30 条まで、

第 1 款第 1 節第 5 目、第 39 条の 2、第 40 条の 2

（準用規定） 

第 96 条 第 4 章（第 22 条第 3項から第 6項まで、

第 24 条、第 24 条の 2、第 28 条から第 30 条まで、

第 1 款第 1 節第 5 目、第 40 条の 2 第 1 号、第 60



 

第 1 号、第 60 条の 2 及び第 1 節第 3 款第 3 目を

除く。）の規定は、投資証券について準用する。

この場合において、「併合又は分割等」とあるの

は「併合（商法第 215 条第 1 項及び第 2項の規定

を準用する場合に限る。）又は分割等」と読み替

えるものとする。 

2 （略） 

条の 2 及び第 1 節第 3 款第 3 目を除く。）の規定

は、投資証券について準用する。この場合におい

て、「併合又は分割等」とあるのは「併合（商法

第 215 条第 1項及び第 2項の規定を準用する場合

に限る。）又は分割等」と読み替えるものとする。

 

2 （略） 

読み替える規定 
読み替えられる

字句 
読み替える字句

（略）  

読み替える規定
読み替えられる

字句 
読み替える字句

（略）  

  

（準用規定） 

第 98 条 第 4 章（第 22 条第 3項から第 7項まで、

第 24 条、第 24 条の 2、第 28 条から第 30 条まで、

第 1節第 1款第 5目、第 39 条第 2号、第 39 条の

2、第 40 条の 2第 1 号、第 59 条、第 60 条の 2及

び第 1 節第 3 款第 3 目を除く。）の規定は、協同

組織金融機関の優先出資証券について準用する。

この場合において、「併合又は分割等」とあるの

は「消却（商法第 215 条第 1 項及び第 2項の規定

を準用する場合に限る。）又は分割等」と読み替

えるものとする。 

2 （略） 

（準用規定） 

第 98 条 第 4 章（第 22 条第 3項から第 6項まで、

第 24 条、第 24 条の 2、第 28 条から第 30 条まで、

第 1節第 1款第 5目、第 39 条第 2号、第 40 条の

2 第 1 号、第 59 条、第 60 条の 2 及び第 1 節第 3

款第 3 目を除く。）の規定は、協同組織金融機関

の優先出資証券について準用する。この場合にお

いて、「併合又は分割等」とあるのは「消却（商

法第 215 条第 1項及び第 2項の規定を準用する場

合に限る。）又は分割等」と読み替えるものとす

る。 

2 （略） 

読み替える規定 
読み替えられる

字句 
読み替える字句

（略）  

読み替える規定
読み替えられる

字句 
読み替える字句

（略）  

  

（準用規定） 

第 99 条 第 4 章第 1節（第 22 条第 3項から第 7項

まで、第 24 条、第 24 条の 2、第 1 款第 3 目から

第 6目まで（第 39 条第 1号を除く。）、第 39 条の

2、第 40 条の 2 第 1 号、第 4 号、第 5 号及び第 7

号、第 2款第 2目、第 59 条、第 60 条第 3項、第

60 条の 2、第 3 款第 2 目及び第 3 目並びに第 62

条の 7及び第 62 条の 9を除く。）の規定は、受益

証券について準用する。 

（準用規定） 

第 99 条 第 4 章第 1節（第 22 条第 3項から第 6項

まで、第 24 条、第 24 条の 2、第 1 款第 3 目から

第 6目まで（第 39 条第 1号を除く。）、第 40 条の

2 第 1 号、第 4 号及び第 5 号、第 2 款第 2 目、第

59 条、第 60 条第 3 項、第 60 条の 2、第 3 款第 2

目及び第 3目、第 62 条の 7並びに第 62 条の 9を

除く。）の規定は、受益証券について準用する。 

  

附   則 

 この改正規定は、平成 17 年 1 月 24 日から施行す

る。 

 

  

 



 

 ⅱ）偽造又は変造の疑いがある株券が、偽装又は変造と認定された場合 

 【変更内容】 

①名義書換代理人は、偽造又は変造の疑いがある株券が、発行会社において偽造と認定された場合、上記ⅰ）の機構にＦＡＸ送信した「不適格株券連絡票」に変更

事項を追加記載のうえ、上記(1)と同様の手順で通知する。 

⑧ ①の通知以降、通知内容に変更が生じている場合は、随時、変更内容を記載した「不適格株券連絡票」を機構に対してＦＡＸ送信する。 

⑨機構は、当該通知に基づき、証券取引所及び日本証券業協会へ連絡を行う。必要により保振サイト（TARGET）による参加者通知を行う。 

 

以 上 

名義書換代理人 
取次代行会社 証券保管振替機構 

預託参加者 
⑦請求 ④返却依頼 ③返却連絡 

⑤株券 ⑥株券 

②「不適格株券連絡票」 

（FAX） 

①「不適格株券連絡票」 

（FAX） 

⑧通知内容に変更が生じている場合は、「不適格株券連絡票」を随時ＦＡＸ送信 

（点線は変更箇所） 

証券取引所 

日本証券業協会 

参加者 
⑨通知 

⑨連絡 
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４．仮事故株券の 

取扱い 

・ 株券失効制度の導入や仮事故の取扱いの現状等

を踏まえて、いわゆる仮事故株券※の名義書換を

行うことについてどのように考えるかとの機構

からの問題提起を受け、本ワーキングにおいて

検討したが、別途、本件については、機構にお

いて検討を行うことが望ましい。 

 

※ 仮事故株券とは、株主から名義書換代理人へ株

券の盗難・紛失等の届出（連絡）がなされてか

ら正式に株券喪失登録申請が行われるまでの状

態にある株券をいう。現在、仮事故株券は、原

則として、機構名義へ名義書換が行われないよ

うに取扱われている。 

 

・ 株券失効制度が創設され、株券を喪失した者は

容易に株券喪失登録を行うことが可能になった

こと、また、仮事故の取扱いの現状などを踏ま

え、今後は、盗難・紛失株券に係る実務は株券

失効制度を軸に構築することとし、仮事故の届

出がなされていても、株券喪失登録が行われて

いない場合には、機構名義への名義書換を行う

こととする。 

・ 今般の見直しに伴い、株券の盗難・紛失被害に

あった者から機構に対し預託参加者名、預託年

月日について照会が寄せられることが予想され

る。そこで、今後は、そのような照会があった

場合には、従来から応じてきた警察の捜査照会

や裁判所の調査嘱託に加え、機構としての公共

的役割、被害者保護の観点などを踏まえ、機構

が必要と認める場合には、盗難・紛失を証する

書面の提出を条件として弁護士法第２３条の２

に基づく照会についても協力することとする。 

・ 平成１７年１月４日の名義書換請求分から実施

予定。 

 

以 上 



  

 

 

 

 

 

偽造株券等の未然防止及び早期発見への対応について 

「偽造株券等対応検討ワーキンググループ」報告書 

 

 

 

 

平成 16 年 8 月 23 日 

日本証券業協会 

別添 
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２．統一慣習規則等の見直しについて 

① 「店頭売買事故証券の処理に関する規則」（統一慣習規則第一号）の内容の見直しについて 

現行の規則は、会員間において適用されるものであるが、当該規則に則って実務運用している会員は少なく、事実上、顧客との間の

事故株券の取扱いにおいては、当該規則を超えて対応せざるを得ない状況が多々発生している。 

精巧に偽造された株券が、名義書換代理人の真贋チェック及び名義書換手続きにおいても発見されず、機構名義に書き換えられて参

加者に交付され相当な期間経過後に偽造株券であることが判明する稀なケースも想定され、当該名義書換手続きを行った発行会社及び

名義書換代理人を含めた真正株券への差換手続きを検討すべきであるとの意見や現行の１年３ヶ月に限った事故除去請求期間の妥当

性について、事故株券を受領した者への救済の観点から議論すべきであるとの指摘もある。 

当該規則は、会員間での取決めであるが、証券取引所（店頭売買有価証券市場における取引を含む。）の決済が機構において行われ、

上場会社の６５％が現在機構に預託されている現状に照らし、今後更に機構預託を推進し、機構参加者の交付請求には事故の懸念の無

い機構名義株券を交付することを原則とする場合において、当該システムを前提とした新たな事故処理ルールの策定が必要であるとの

認識が確認された。 

また、現状において問題となっているのは、会員と顧客の間での処理であり、名義書換失念株に係る配当を１年３ヶ月を経過した後

に請求された場合であっても会員は顧客に支払う場合が多く、必ずしも当該規則に頼って対応しているとは限らないこと等を勘案する

と、当該規則における株券の取扱いに関してはもはや意義は薄れていることが確認された。 

ただし、判例でも統一慣習規則が引用されているので、機構で取扱われない株券については当該規則に基づいて処理されればよいと

考えられること、また、当該規則は公社債も対象としていることから、その存置については別途検討することとした。 

 

② 「事故株券及び権利の引渡未済の処理に関する申合」の取扱いについて 

    東証の会員懇談会では、昭和２４年に取引所会員間の事故株券の取扱いについて「事故株券及び権利の引渡未済の処理に関する申合」

として制定したが（大阪及び名古屋 取引所では「事故株券処理要領」という名称で同様の内容が取引所のルールとして規定されてい

る。）、当該申合せは、現在においても東証の規定集などに掲載されるなど、その取扱いが曖昧のままとなっている。また、当該申合わ

せは実質的には適用することが困難であるなど、廃止同然となっており、適用されるとしても、本協会の統一慣習規則と事故除去請求
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期間が異なるなど（本申合せは１年間）、規定内容についても問題があることから、その位置づけを明確にし、公表すべきであるとの

意見があった。 

    そこで、東証にその点を確認したところ、「会員懇談会における取引所の会員間における申合が現在の取引参加者に適用されるか否

かについて必ずしも明確でない部分があるが、仮に申合が現在も有効であるとしても、本券授受による決済から口座振替による決済へ

の移行及び清算機関方式の導入により、取引所取引の決済について、取引所の取引参加者間で決済のために本券が授受されることはな

く、申合を適用すべき事象は発生しない状況となっている一方で、機構では、不適格株券を預託した参加者には株券の差替又は参加者

口座簿の減額記帳を求めており、現在、事故株券は機構における預託の問題として処理されることとなっている。したがって、申合の

対象となる事象がない以上、現時点において敢えて位置づけの明確化及び公表をする必要はないと考えられる。」との意見があった。 

こうした経緯を踏まえ、本ワーキンググループにおいては、今後当該申合せは、効力がないものとして取り扱うことが望ましいとの

結論に達した。 

  そのため、東証に対しては、規定集から当該申合を削除するよう要請することとし、あわせて他取引所における規則についても、同

様の取扱いを行うよう要請することとすることで意見が一致した。 

 

Ⅴ．盗難株券等の対応について 

  平成１５年４月１日より従来の公示催告・除権判決制度に代わり株券失効制度が導入され、保管振替制度においては、保管振替機関は株

券喪失登録がされていると認めるときは当該株券について預託を受けることができないこととなった。株券の盗難にあった株主等株券を喪

失した者は、株券喪失登録の申請を行い、株券が無効となってから株券の再発行を受ける必要がある。株券喪失登録の申請があると名義書

換代理人は、株券喪失登録簿を作り株券の記番号等を記載又は記録することとなるが、株券喪失登録のあった株券に係る情報の開示が株券

失効制度においては、株券喪失登録簿に限られることから、機構参加者が株券を預託するのに際し、簡易に照会できるように開発されたシ

ステムがシトラスである。 

  株券喪失登録が為された株券については機構への預託ができなくなることから、会員が受入れた株券について即座に売り注文を受託・執

行することには問題があり、一定の期間売り注文の執行を凍結すると伴に受入株券をシトラスで照会して株券喪失登録の有無の確認を行い、

さらに機構への早期預託を行う必要がある。 
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  一方で、盗難にあった株主等から発行会社又は名義書換代理人に盗難の事実が通報された場合、名義書換代理人においては、当該情報を

「仮事故情報」として登録・管理するなどの対応を行ってきた。機構においては、発行会社又は名義書き換代理人において仮事故情報が登

録された場合、公示催告・除権判決制度の下で名義書換を行った場合、将来当該株券が無効となる可能性があったことなどから、当該株券

を預託不適格株券としてきた経緯がある。しかし、株券失効制度の導入に伴い名義書換代理人における仮事故情報の取扱いについても変化

が見られるようになったことが判明し、今後の仮事故情報の取扱いについて再検討する必要が認められ、機構より次のとおり問題提起が行

われて本ワーキングにおいて検討を行った。 

 

 １．機構における仮事故株券の取り扱い 

株券失効制度の導入や仮事故の取扱いの現状等を踏まえて、いわゆる仮事故株券の名義書換を行うことについてどのように考えるかと

の機構からの問題提起を受け、本ワーキングにおいて検討したが、以下に代表される意見が提示されたものの、結論を得るには至らなか

った。 

 

① 仮事故の段階で名義書換を行うことは、その直後に株券喪失登録が行われる可能性が高く、実際に株券喪失登録が行われると顧客

に株券を返還することになってしまい、顧客に迷惑がかかることになるので現状どおり書換を行わないこととすべきである。 

② 仮事故情報は有用であり、早期に参照できることが望ましい。また、シトラスに仮事故情報を掲載できれば、その情報をもとに機

構へ預託するかしないかの判断ができる。 

③ 仮事故でも機構に株券を預託でき、名義書換が行えることになるのは事務的な負担が軽減するので効率的である。 

 

  別途、本件については、機構において検討を行うことで意見が一致した。 

 

Ⅵ．その他 

  上記の他、株券の物理的な偽造防止のために、発行会社に対して偽造されにくい株券の作成を要請する必要があるのではないかといった

問題点や最近偽造事件が多発している未公開会社の発行する株券についても検討を行った。その結果は以下のとおりである。 
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１．偽造しにくい株券券面の作成について 

ホログラムやＩＣチップなどを株券に埋めこむなど、偽造防止の対応を行っている発行会社が多数存在していることから、これら偽造

しにくい株券の利用について検討を行ったが、①５年後には株券不発行制度が導入されることが決定しており、短期間の対応はコスト面

で発行会社の同意を得ることが難しいこと、②既に市場で流通している株券の量を考えれば、今後新たに発行する株券に導入しても効果

は殆ど得られないことなどから、その導入を強く発行会社に要望することは難しいとの結論に達した。 

仮にそのような対応をした場合、株券の様式に変更が生じることから、株式懇話会の標準様式あるいは取引所等の上場基準の見直しが

必要となることも想定されるため時間的な余裕が無いとの指摘もあり、今回は問題提起に留めることとした。 

しかし、偽造株券事件の未然防止の観点から、発行会社においても最新の偽造予防技術を用いた券面を作成するよう、折りに触れ、発

行会社、印刷会社等の関係者に働きかけることが必要であるとの確認が行われた。 

また、株券不発行制度の導入に先駆け、可能な限り株券を機構に集約するような施策を推進し、現物株券の流通量を減らす努力を行う

ことこそが重要であるとの確認も行われた。 

 

２．未公開会社の発行する株券の偽造への対応 

最近発生したＤＨＣ㈱株券の偽造事件は記憶に新しいところである。このような未公開会社の発行する株券偽造事件は、統一的な株券

様式が存在しないことや、発行会社情報が公開会社に比べて極めて少ないことが原因であると考えられる。また、一部の偽造事件では、

既存の会員名を無断で使用するなど、悪質な手口のものも見受けられることから、その対応については、厳正な態度で臨む必要があると

考えられる。 

しかしながら、未公開会社の発行する株券の場合は、その情報が少なく、証券会社の窓口で券面をチェックすることは非常に難しいと

いわざるを得ない。また、未上場・未登録銘柄であるグリーンシート銘柄や公開間近な銘柄を除き、会員として対応できることはほとん

ど無いのが現状である。 

したがって、会員が未公開会社の株券を取扱う場合は、偽造株券等であるかのチェックを十分に行うとともに、必要に応じて発行会社

への照会や捜査当局へ協力するなどの対応を行うことで意見が一致した。 
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なお、グリーンシート銘柄については、本協会の規則において株券様式の統一化及び名義書換代理人の設置を義務付けているものの、

機構への預託対象株券となっていないことなど上場株券等と同様の偽造株券等の未然防止・早期発見への対応が困難であることから、引

き続き本協会においてその取扱いを検討することとしたい。 

 

 

Ⅶ．偽造株券等の早期発見、未然防止の対応に向けた今後の対応 
  これまで述べた偽造株券等の早期発見・未然防止の在り方については、標準日程の確定及びガイドラインの制定、偽造株券等の未然防止

の為の取り扱いに関する周知を積極的に行っていくこととする。 
  なお、本ワーキンググループにおいて十分に議論が行えなかった関係機関での連絡体制に係る申合せ及び仮事故の取扱い等については、

引き続き関係者において検討を行うこととする。 
  以   上   


